
農地法の下限面積要件の廃止について 
 

令和５年４月１日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する

法律（令和４年法律第５６号）」が施行され、農地法の下限面積要件が廃

止されます。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ただし、農地の権利取得時に必要なそのほかの要件は変更がないため、

以下のような場合は許可できません。 

〇農地の一部のみで耕作を行う場合 

〇条件が類似している周辺農地の生産性と比較して、耕作状況が著しく

劣ると認められる場合 

〇資産保有目的・投機目的等で農地等を取得しようとしているものと

考えられる場合（例えば、権利取得後において行う耕作の事業の具体

的内容を明らかにしない場合など） 

〇既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されて

いる地域で、小面積の農地の権利取得等によって、その利用を分断

するような場合 

 

 また、新規就農の方や、権利取得時の耕作面積が２０アール未満の方

は、農地法第３条の許可申請時に「営農計画書」の添付が必要となりま

す。 

 

岡山市第一農業委員会 

岡山市第二農業委員会 

法律の施行に伴い、令和５年２月２８日以

降に受付する農地法第３条許可申請について

は、農地の権利取得時に求めていた下限面積

要件を廃止します。 


